
反映の内容等

提供体制への課題に対しては、「子ども・子育て支援法」の改正により、
令和７年４月から産後ケア事業を「地域子ども・子育て支援事業」に位置付
けた上で、
・ 市区町村の委託先確保が困難な場合には、都道府県が管内市区町村を
取りまとめて委託契約を調整する等の広域調整を担うことが望ましいこ
と

・ 各都道府県等が産後ケア事業に係る潜在的ニーズを含めた「量の見込
み」や「提供体制の確保の内容」等を子ども・子育て支援事業計画に定
めて、計画的に市区町村の提供体制の整備を進めていくこと

としている。
さらに、令和７年度において、子ども・子育て支援推進調査研究事業の中

で「産後ケア事業の実施に関する調査研究事業」（以下「調査研究事業」と
いう。）を実施しており、今後、調査結果も踏まえ、広域連携体制の構築や
居宅訪問型に係る事例等の収集を行い、事例集の更新等を実施することで、
市区町村での産後ケアの充実を図っていく。

調査研究事業において、オンライン申請の導入状況を把握するとともに、
市区町村での取組状況を把握し、利用に係る手続きの簡素化に資するような
好事例の横展開を行っていく。
また、産婦が利用可能な施設を簡便に検索できるよう、厚生労働省が運用

しているウェブサイト「出産なび」のなかで、産後ケア事業に関する情報を
掲載することを検討する。

調査結果の概要及び今後の改善点・検討の方向性

利用率が低調な市区町村については、支出する単価が⾼額化する傾向に
あることから、早期に対応策を講ずることが必要である。特に、提供体制
に課題を抱えている市区町村が多いことから、市区町村に対して居宅訪問
型の更なる活用の推進を図るとともに、都道府県において適切な実態把握
を通じた市区町村への広域的な支援・調整を行うべきである。

都道府県の広域連携体制の構築は現状では⼗分とは⾔えないことから、
こども家庭庁は、広域連携体制の構築に向けた都道府県への助⾔・指導を
行うほか、好事例の収集・横展開を行い、利用が低調な市区町村を中⼼に
更なる事業の推進を図るべきである。

本事業利用の利用申請における市区町村のオンライン申請の導入率は低
い状況にあることから、こども家庭庁は、国として技術的な助⾔等ができ
るように、オンライン申請の導⼊状況や具体的な事例等を把握し、より利
用につながりやすい環境整備の推進を図るべきである。

１．事業の利用状況について

２．利用が低調な市区町村について

府省名 調査主体 令和７年度予算額 令和８年度予算案 増▲減額 反映額

内閣府 本省調査 6,648 7,658 1,010 ―

（３）産後ケア事業 （単位:百万円）
反映状況票
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事案の概要

産後ケア事業は、市区町村が、病院、診療所、助産所、その他市区町村が設置する場所（こども家庭センター、保健センター等）等⼜は
対象者の居宅において、助産師等の看護職が中⼼となり、出産後１年以内の⺟子に対して、⺟親の⾝体的回復と⼼理的な安定を促進すると
ともに、⺟親⾃⾝がセルフケア能⼒を育み、⺟子の愛着形成を促し、⺟子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを⽬的とし
て実施する事業である。
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